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  令和 5 年 3 月 13 日（月） 

行 政 会 議 発 言 要 旨 

 

◎市長あいさつ 

最大 20,000 円分のマイナポイントの付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が先月末までとなってい

ましたが、本市におけるマイナンバーカードの申請率は、2 月末時点で 72.10％に達しました。 

マイナンバーカードは健康保険証や運転免許証との一体化などが予定されています。また、本市が目指す

窓口手続のオンライン化や国による給付金事業の迅速化にもマイナンバーカードが不可欠となります。 

これまで、区役所窓口やイベント・講座などあらゆる機会を捉えて、全庁を挙げてマイナンバーカードの取得

勧奨に取り組んでいただいていますが、取得率 100％を目指し、引き続きマイナンバーカードの取得勧奨に取

り組むようお願いします。 

さて、新型コロナウイルス感染症については、本日からマスクの着用は、個人の判断に委ねることが基本と

なりました。感染症対策の大きな転換期を迎え、コロナ禍前の日常を取り戻す一歩を踏み出しました。 

一方、マスクの着脱については、様々な立場や考え方があるため、判断に不安を抱く市民もいらっしゃると

思います。そうした気持ちに寄り添うとともに、本人の意思に反しマスクの着脱を強いられることがないよう、丁

寧な対応をお願いします。 

なお、職員のマスク着用については、医療機関や高齢者施設等で勤務する場面、医療機関・高齢者施設等

を訪問する場面、市民等と窓口で対応する場面に限り、マスク着用を基本といたしますので、適切な対応をお

願いします。 

最後に、今年度も残すところ約３週間となりました。職員一人ひとりが年度当初に立てた目標の達成状況を

把握し、その結果について分析・反省をしっかり行い、新年度の目標設定に繋げていただくとともに、新年度当

初から各事業が滞りなく円滑にスタートできるよう、万全の準備をお願いします。 

 

◎報告事項 

〔都市戦略本部〕 

●国のデジタル田園都市国家構想総合戦略を踏まえた対応について（都市経営戦略部） 

昨年 12 月 23 日に閣議決定された国のデジタル田園都市国家構想総合戦略では、デジタルの力を活用して

地方創生の取組を加速化・深化させることとしており、自治体には地方版総合戦略の改訂を求めています。 

本市の場合は総合振興計画の重点戦略が対応しており、ついては、本日付けで照会を発出しますので、各

局においては、国の総合戦略の趣旨を踏まえた対応について、検討をお願いします。 

回答期限は、4 月 21 日（金）としており、回答後にはヒアリング等を実施したうえで、総合振興計画の改定に

向けた検討を行うこととしておりますので、ご承知おきください。 

 

〔保健福祉局〕 

●新型コロナウイルスワクチン接種事業について（新型コロナウイルスワクチン対策室） 

特例臨時接種の実施期間が令和 6 年 3 月まで延長されたため、令和 5 年度においても引き続きワクチン接

種を行います。 

また、4 月からは区役所の相談・予約窓口を委託により開始しますが、場所は引き続き 10 区の区役所に設

置します。一部の公民館、図書館については、今年度と同様、相談・予約窓口を設置させていただきたいと考

えていますので、対応について引き続きご協力をお願いします。 

 

◎その他 

〔出納室〕 

●年度末・出納整理期間における会計事務の適正な執行等について 
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年度末に当たり、出納室から 3 点お願いします。 

1 点目は、歳入・歳出について、それぞれ執行年度に誤りのないよう漏れなく執行をお願いします。これらは

決算値の確定に重大な影響を及ぼします。現在執行に当たっている職員の確認が重要です。確認に当たって

は、所属長のほか、各事務事業の遂行単位責任者である係長にも徹底してください。 

2 点目は、事務引継ぎに当たり、現金出納簿、金庫、資金前渡簿、資金前渡通帳の確認を徹底してください。

各所属の監督責任者は部長となっています。現金が合っているかどうかは公金管理の基本となります。よろし

くお願いします。 

3 点目として、令和 4 年度支払いの支出命令書の取扱いについては、先週 7 日付けで通知をいたしましたが、

原則として 4 月 28 日までの提出をお願いしています。その他、５月末日の出納閉鎖に向け徹底していただきた

い点については改めて各局長等あてに通知します。 

 

◎次回の行政会議 

次回、令和 5 年度第 1 回は、令和 5 年 4 月 5 日（水）午前 10 時です。 




